
国立市特別職職員報酬等審議会 資料⑪ 

【現行】 

４ 前条第15号の特別職の職員が、国立市消防団に関する条例（昭和59年12月国立市条

例第32号）により出動し、現場において職務に従事したときは、費用弁償として出動

１回につき2,900円の出動手当を支給する。 

 

【改正案】 

４ 前条第15号の特別職の職員が、国立市消防団に関する条例（昭和59年12月国立市条

例第32号）による職務のため出動したときは、１回につき2,900円の出動手当を支給

する。ただし、大規模災害（1日の出動時間が7時間45分以上になる災害をいう）にあ

っては、当該大規模災害の職務1日につき8,000円の出動手当を支給する。 

 

別表第一 

【現行】 

消防団員 団長 年額  346,600円 

副団長 〃  254,600円 

分団長 〃  176,000円 

副分団長 〃  126,600円 

班長 〃   90,100円 

団員 〃   81,950円 

【改正案】 

消防団員 団長 年額  346,800円 

副団長 〃  255,000円 

分団長 〃  176,400円 

副分団長 〃  127,200円 

班長 〃   90,600円 

団員 〃   82,200円 

 


